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 １ はじめに 

   

(１) 次世代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備 

を目的とし、平成１５年７月に次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律 

第１２０号）が成立しました。 

    同法では、国の機関や地方公共団体を「特定事業主」と定め、職員を雇用

する立場として、職員の仕事と子育ての両立支援を計画的に推進していくた

め、「特定事業主行動計画」を策定することとされています。 

    この法律に基づき、本市においても、平成１７年度に「小金井市職員次世

代育成支援プラン～子どもの未来を育むために～（小金井市特定事業主行動

計画）」を策定し、平成２７年度からは「第２次小金井市職員次世代育成支

援プラン～子どもの未来を育むために～（第２次小金井市特定事業主行動計

画）」として、次世代育成支援対策の推進を図ってきたところです。 

    これまでの間、子育て支援に関する新たな休暇制度や時差勤務、育児休業 

取得制限の緩和等を導入すると共に、ハンドブックの配布や男性職員の育児

休業取得のモデルケースを提示し、子育て中の職員に対する理解の促進や職

場環境の整備に努めてきたところです。しかしながら、職員を対象に行った

アンケート結果からは、子育て中の職員に対する理解は浸透しつつあるもの

の、休暇制度等が取得しやすい職場環境であるとは言い切れない状況です。 

    この度、引き続き次世代育成支援対策に取り組んでいく必要があることか 

ら、今までの計画について必要な見直しを行い、新たな行動計画として「第 

３次小金井市職員次世代育成支援プラン～子どもの未来を育むために～（第 

３次小金井市特定事業主行動計画 前期行動計画）」を策定しました。 

    この計画に基づき、全職員が仕事と子育ての両立についての理解を深め、 

より一層安心して、子どもを産み、育て、働き続けられる職場環境を目指し 

ます。 

 

   令和７年４月 

 

 

小金井市長 

小金井市議会議長 

小金井市選挙管理委員会 

小金井市代表監査委員 

小金井市農業委員会 

小金井市教育委員会 
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 (２) 計画期間及び対象 

   次世代育成支援対策推進法の改正により、法律の有効期限が令和 16 年度末

まで 10 年間延長されました。この計画はその前半部分に当たる令和７年度か

ら令和 11 年度までの 5 年間を計画期間とします。 

   計画の対象は、本市の条例、規則、要綱等により定められた制度の範囲内に

おいて、すべての職員を対象とします。 

 

 (３) 計画の推進 

   特定事業主行動計画策定等検討委員会等により、計画の進捗状況を確認しつ 

つ、職員全体で計画の推進に取り組みます。 

本計画について、すべての職員が知りうるよう、職員への周知徹底を図りま 

す。また、本計画の取組（１０頁以降記載）において、その主体となるべき職

員を次のように区分し、果たすべき役割を明確にします。 

人事担当課等 人事担当及び計画における取組内容を所管する課等 

管理監督者 係長職以上の職員 

子育て中の職員 子育て中及び親となる職員（育児休業中の職員を含む） 

全ての職員 子育て中の職員と同じ職場の職員を含む職員全体 

 

 (４) 実施状況の公表 

   取組状況等について、ホームページの掲載により毎年１回公表を行います。 
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２ アンケート調査結果 

第３次小金井市職員次世代育成支援プラン（前期）策定にあたり、正規職員（ 

再任用職員含む）及び会計年度任用職員（月額制）を対象に、育児休業制度等や

柔軟な働き方に対する意識や実態等についてアンケート調査を行いました。 

 

アンケートの集計結果から、次のような傾向及び状況が分かりました。  

 (１) 行動計画について 

「知っている」と回答した割合は、正規職員では 60.9％で、前回（令和元年）

のアンケート実施時から 1.9％増加しています。会計年度任用職員では

17.0％（前回比＋1.2％）となっています。 

(２) 「小金井市職員次世代育成支援プランハンドブック」について 

「知っている」と回答した割合は、正規職員では 67.5％（前回比＋7.8％）、

会計年度任用職員では 15.1％（前回比＋0.6％）となっています。 

 (3) 同じ職場の人が育児休業を取得することについて  

「積極的に取得してほしい」、「できるだけ取得してほしい」と肯定的な意 

見が 86.2％でした。前回は 86.5％、前々回（平成 27 年）は 84.2％でした 

ので、肯定的な意見が８割を超えて推移しています。 

 

(4) 同じ職場に子育て中の職員がいた場合について  

「他の職員が積極的に助け合うべき」、「多少の支援は構わない」と肯定的

な意見が 97.3％でした。前回は 95.7％、前々回は 95.6％でしたので、肯定

的な意見が高水準で推移しています。 

 

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

前々回（H27年） 前回（R1年） 今回（R6年）



- 7 - 

 

 (5) 現在の職場環境における育児休業等の取得しやすさについて 

育児休業が取得しやすいと回答した割合は、51.6％（前回比＋1.9％）とな 

っています。また、部分休業や子育てのための休暇制度が取得しやすいと回答  

した割合は、51.5％（前回比＋1.9％）となっています。 

(6) 育児又は介護を理由とする時差勤務及び配偶者同行休業について 

時差勤務は、正規職員の 82.8％（前回比±0.0％）が「知っている」と回答

しています。また、配偶者同行休業は、正規職員の 56.3％（前回比＋8.0％）

が「知っている」と回答しており、認知度が上がっています。 

(7) 男性職員の育児休業取得について 

「積極的に取得してほしい」、「できるだけ取得してほしい」と肯定的な意 

見が 83.7％（前回比＋1.6％）と、８割を超えています。 

(8) 育児休業を取得する際の障がいについて 

「業務が忙しい」が 48.7％（前回比＋3.8％）、「取得しにくい雰囲気」

が 22.6％（前回比－4.8％）となっています。 
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(9) 男性の育児休業取得について 

  男性職員が育児休業を取得することに対して、肯定的な意見が８割以上占

めています。また、どのくらいの期間が良いかは、「１月以上、半年未満」

が 30.5％、「半年以上」が 22.3％、「２週間以上１月未満」が 14.6％と

なっています。 

 

  (10) テレワークについて 

テレワークが仕事と子育ての両立に有用だと思うと回答した割合は、 

61.9％となっています。また、テレワークを実施する際に、最も障がいとな 

ることは、「業務内容が馴染まない」が 55.1％、次いで「職場の体制」が 

22.4％となっています。    
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 ３ 今までの取組内容 

  (１) 第 1 次小金井市特定事業主行動計画における取組内容 

    平成 17 年度から平成 26 年度を計画期間とした第 1 次小金井市特定事業 

主行動計画に基づき、この計画期間中、次の取組を実施してきました。 

   ① 子育て支援に関する休暇制度等の充実 

     育児を行う職員の時間外勤務免除制度、育児又は介護を行う職員の時間 

外勤務の制限及び深夜勤務の制限制度、出産支援休暇、育児参加休暇、子 

どもの看護休暇の導入。育児時間を取得することができる男性職員の要件 

緩和。 

   ② 子育て支援に関する休暇制度等の周知 

     子育てに関する制度を周知することを目的とし、「小金井市職員次世代 

育成支援プランハンドブック」を作成し、職員に周知。 

   ③ 時間外勤務抑制の取組 

     時間外勤務削減緊急行動計画を策定し、時間外勤務抑制に対する取組強 

化（一斉退庁日の新設、目標時間数の設定、時間外勤務が多い職場の所属 

長に対するヒアリング実施等。）。 

 

(2) 第２次小金井市特定事業主行動計画（次世代育成）における取組    

平成２７年度から令和６年度を計画期間とした第２次小金井市特定事業

主行動計画（次世代育成）に基づき、この計画期間中、次の取組を実施して

きました。 

   ① 子育て支援等に関する休暇制度等の充実 

     育児又は介護を理由とする時差勤務制度、配偶者同行休業制度の導入。 

    育児休業（１か月以内）に伴う期末手当支給率、昇給及び勤勉手当支給 

率への影響の解消。育児休業取得期間による昇給及び退職手当における除 

算制度の緩和。育児休業取得回数制限の緩和、育児参加休暇の取得対象期

間の拡大、妊娠・出産の申出をした職員に対する意向確認の制度化。 

   ② 子育て支援等に関する休暇制度等の周知 

     「小金井市職員次世代育成支援プランハンドブック」を改訂し、両立支 

援制度について周知するとともに、会計年度任用職員採用時に同ハンドブ

ックを配布。男性職員の育児休業取得促進に係るチラシ等を作成し、育児

休業取得のモデルケース提示。 

   ③ 意識の啓発 

     キャリア支援研修、女性のためのキャリア支援研修、服務研修、地域貢 

献活動に係る研修及びワーク・ライフ・バランス研修等の実施。育児休業 

中等の職員に庁内広報及び制度変更の通知等の送付等、庁内の状況等を情 



- 10 - 

 

報提供（年３回）。職場復帰に向けて連絡・調整支援。 

   ④ 時間外勤務抑制及び年次有給休暇等の取得促進の取組     

     退庁予定時間の見える化の実施。時差出勤制度の導入。年次有給休暇取 

得の啓発や職場の管理監督者と連携。 

 

 ４ 現在の課題 

   アンケートの結果や今までの取組結果から、現在、職員が安心して子育て等

をしていく上で、次のような課題が挙げられます。 

 

  (１) 行動計画や「小金井市職員次世代育成支援プランハンドブック」の認知度 

   は上がってきています。今後も研修の実施や採用時の配布等を継続し周知徹

底していく必要があります。 

(2) 職場で育児休業を取得すること、子育て中の職員がいた場合に職場として

支援することについては、肯定的な意見が多くを占めています。一方で、育

児休業や部分休業等の子育てのための休暇制度が取得しやすいと回答した割

合は５割程度となっております。職員の意識と職場環境のギャップは解消さ

れていないため、方策を検討する必要があります。 

(3) 男性職員が育児休業を取得することに対して、肯定的な意見が８割以上占

めていますが、育児休業を取得しやすい環境であると回答した割合は、女性

職員に比べ男性職員は低く、41.1％（前回比＋0.6％）と４割程度に留まっ

ております。男性職員の育児休業取得を促進するためにも、男性職員も女性

職員も育児休業を取得しやすい職場の雰囲気づくりが必要とされています。 

(4) テレワークが仕事と家庭の両立に有用だと思うと回答した割合が６割を超

えています。今後、テレワークの制度設計について、担当課と連携及び調整

する必要があります。 

 

５ 具体的な取組内容 

  本市における特定事業主行動計画は、法の趣旨や行動計画策定指針に示された

内容を踏まえながら、職員の仕事と家庭生活の両立を支援していくことを基本的

な考え方としています。 

  具体的な支援策は「子育て等に関する制度の周知及び充実」、「こどもの誕生の

ために」、「育児休業の推進」、「こどもの成長を育むために」、「その他のこども・

子育て支援」の５つの取組に基づき定めます。 
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 (１) 子育て等に関する制度の周知及び充実 

   職場において、仕事と子育てや介護を両立するために「母性保護、育児休業、

休暇、介護休暇、社会保険など」の制度について、正しい認識をもって、職員

が仕事と家庭生活を両立できる職場環境を整えることが大切です。両立支援に

関する各種制度を紹介したハンドブックの周知を徹底し、各種制度の利用に関

する意識啓発を行います。 

 

取組内容 

役割 

母性保護、育児休業、子育て支援及び介護に関する休暇等各

種制度の周知及び充実 

人事担当課等 

○仕事と家庭生活の両立支援に関する制度を周知するため

「小金井市職員次世代育成支援プランハンドブック」につ

いて、適宜必要な見直しを行い、少なくとも年に１回、職

員に周知します。なお、会計年度任用職員に対しては、採

用時に配付する等周知を徹底します。 

○ワーク・ライフ・バランスの意識を啓発するよう、研修・

説明会の実施に努めます。 

○仕事と家庭生活を両立するために、子育て支援等に関する

休暇制度の拡充に努めます。 

管理監督者 

○「小金井市職員次世代育成支援プランハンドブック」等を

活用し、仕事と家庭生活の両立支援に関する制度につい

て、正しい認識をもち、制度の周知を図るほか、制度の活

用が進むよう職場環境づくりに取り組みます。 

全ての職員 

○「小金井市職員次世代育成支援プランハンドブック」等を

活用し、仕事と家庭生活の両立支援制度について、理解を

深め、職場において制度の利用を希望する職員がいる場合

には、各種制度を利用しやすい雰囲気づくりに努めます。 
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 (２) こどもの誕生のために 

   生まれてくるこどものために時間を共有することは、こどもを持つことを実

感し、その後の子育てに大きな意味を持ちます。そこで、妊娠中及び出産後の

職員はもとより、父親となる職員についても、配偶者等を支援するための休暇

制度や出産費などの経済的支援措置について周知するとともに、休暇制度を利

用しやすい環境を醸成できるよう意識改革を進めます。 

 

取組内容 

 

 

 

役割 

①妊娠中及び出産後における制度の周知・充実 

②こどもの出生時における父親のための休暇制度の周知及

び取得促進 

【目標】出産支援休暇及び育児参加休暇取得率（男性職員）

100％（令和 11 年） 

人事担当課等 

○妊娠・出産関係で問合せや手続きがあった場合は、「小金

井市職員次世代育成支援プランハンドブック」を活用し、

利用できる休暇制度や出産費用等の給付について、必要な

情報を提供します。 

○安心して出産を迎えられるよう、休暇制度の充実を図りま

す。 

○父親となる職員が出産支援に十分に携われるよう、出産支

援休暇・育児参加休暇の周知を図ります。 

管理監督者 

○妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、必要な業務分担の見

直しを行い、時間外勤務の免除、通勤緩和、母性保護のた

めの休暇制度を取得できるよう配慮します。 

○父親となる職員が、出産支援に関する休暇制度を取得でき

るよう、必要に応じて職場の応援態勢を整え、父親となる

職員に対し、休暇制度の取得を働きかけます。 

 

子育て中の職員 

○親となることが分かったら、できるだけ速やかに管理監督

者に報告し、協力を得やすい環境を整えます。 

○妊娠中の職員は、母性保護のための各種休暇制度を確認

し、必要な休暇を取得します。 

○父親となる職員は、出産支援に関する各種休暇制度を確認

し、配偶者等をサポートするため、積極的に休暇を取得し

ます。 

全ての職員 

○親となる職員が必要な休暇を取得しやすいよう、職場全体

でサポートするという意識を持ち、安心して産み、育てら

れる環境づくりに努めます。 
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 (３) 育児休業の推進 

   仕事と子育てを両立できる職場を目指す観点から、男女ともに育児・家事を

担いつつ仕事との両立を可能にしていくことが求められています。育児休業は、

男女とも取得できる制度であり、研修や制度の周知等により、男性職員が育児

休業を取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

   また、育児休業中の職員に対する支援や円滑な職場復帰の取組を進めます。 

 

取組内容 

 

 

役割 

①育児休業等の制度の周知 

②男性職員の育児休業取得促進 

【目標１】取得率 100％（令和 11 年） 

【目標２】2 週間以上の育児休業取得率 85％（令和 11 年） 

③育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰支援 

人事担当課等 

〇日頃より、職員からの相談を受けやすい雰囲気の醸成に努

めるとともに、個人のプライバシーに配慮しつつ、適切な

機会・手段を通じて子の出生が見込まれる男性職員を把握

します。 

○親となった職員に対し、「小金井市職員次世代育成支援プ

ランハンドブック」の内容を説明するなど、育児休業等に

関する制度や費用等の給付について、必要な情報を提供し

ます。 

○男性職員の育児休業取得推進のため、配偶者等の就業の有

無や育児休業の取得有無に関わらず、育児休業が取得可能

なことや、取得事例の紹介やモデルケースを提示すること

により、積極的に取得できる環境づくりに努めます。 

○職員が安心して育児休業を取得できるよう、また、育児休

業を取得する職員と同じ職場の職員が安定して業務が行

えるよう、職場の管理監督者と連携し、育児休業代替職員

の採用等を含め、必要な措置に努めます。 

〇育児休業中の職員がスムーズに職場に復帰できるように、

休業中の職員に定期的に庁内の状況等を情報提供すると

ともに、職場の管理監督者と連携し、職場復帰に向けて連

絡・調整が図られるように支援します。 

管理監督者 

○職員が育児休業を取得することになった場合は、必要に応

じ業務分担の見直しを行い、職員が安心して育児休業を取

得できるように努めます。 

○こどもが生まれた男性職員の育児に伴う休暇・休業に関す

る目標について理解し、職員からの相談を受けやすい雰囲

気の醸成に努め、２週間以上の育児休業を推奨した上で、

積極的に育児休業の取得を促します。 
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○職員が育児休業を取得した際には、周囲の職員には、業務

分担等の協力を呼びかけるなど積極的に支援します。 

○育児休業中の職員に対し、休業中の孤独感や職場復帰後の

仕事への不安を取り除くために、必要に応じ連絡を取り合

い、情報の共有化を図ります。 

○育児休業から復帰した職員が育児時間や部分休業を希望

する場合、円滑に利用できるよう業務分担等について検討

し、職場全体で支援する体制をつくります。 

子育て中の職員 

○親となった職員は育児休業に関する制度を確認し、管理監

督者と相談し、育児休業の取得について協力を仰ぎます。 

○育児休業中の職員は、子育ての喜びを実感しながらも、ス

ムーズな職場復帰のため、育児の合間に小金井市のホーム

ページを見ることや、必要に応じ職場に連絡する等、市や

職場の状況を把握するよう心がけます。 

全ての職員 

○親となる職員が子育てに積極的に関われるよう、職場全体

でサポートするという意識を持ち、管理監督者とともに、

子育て中の職員を支援します。 

 

 (４) こどもの成長を育むために 

   こどもを心豊かにいきいきと育むためには、職員が子育てのための時間を十

分に確保する必要があります。このことはワーク・ライフ・バランスの観点か

らも重要です。そのため、時間外勤務が恒常的とならないよう事務や業務量の

見直し、時間外勤務縮減の取組を行うとともに、こどもの学校行事や家族の記

念日等における休暇の取得を促すため、職員の意識改革を進め、休暇を取得し

やすい雰囲気づくりに努めます。 

 

取組内容 

 

 

 

 

 

役割 

①時間外勤務の抑制 

【目標】各年度に掲げる数値目標の達成を目指す。 

②業務の効率化 

③年次有給休暇等の取得促進 

【目標】取得率（全取得日数／全付与日数（繰越日数を含ま

ない）） 70％ かつ 全職員、最低５日間以上の

取得（令和 11 年） 

④職員のキャリア形成支援 

人事担当課等 

○毎年、時間外勤務抑制の目標及び取組を定め、それに基づ

いた措置を適宜行うことでワーク・ライフ・バランスの充

実を図ります。 

〇希望する職員に時差勤務等、利用できる制度の周知に努め

ます。 
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○現在試行実施中のテレワークの制度設計について、仕事と

家庭生活の両立支援に向けて、担当課と連携及び調整しま

す。 

○職員が、仕事と家庭生活を両立し、個性と能力を十分に発

揮できるようにするため、キャリア形成に関する研修等の

実施を通じ、職員のキャリア形成支援を図ります。 

〇年次有給休暇の取得促進のため、庁内広報や庁内イントラ

ネット等を活用し、全庁的に年次有給休暇の取得について

啓発するとともに、職場の管理監督者と連携し、職員の年

次有給休暇の取得促進に努めます。 

管理監督者 

○職員一人ひとりが、時間外勤務の抑制に対する意識を高め

るため、リーダーシップを発揮し、各職員の状況に応じて

業務を配分するなど、時間外勤務が恒常的にならないよう

業務改善を図ります。 

○職員が休暇の計画を立てやすいよう、業務計画を策定の

上、職員に周知し、休暇が取得しやすい環境づくりに努め

ます。 

 

 

子育て中の職員 

○子育て中の職員は、突発的なこどもの対応等が必要になる

場合があるため、日頃から周りの職員とコミュニケーショ

ンをとり、業務の進捗状況等について情報を共有します。 

○子育てのための時間を十分に確保するためにも、業務の効

率化を図り、時間外勤務を最小限に抑え、休暇等を積極的

に取得できるようにします。 

全ての職員 

○職員一人ひとりが時間外勤務抑制に対し意識を高め、職場

全体で業務改善に取り組みます。 

○お互いに休暇が取得しやすい環境にするため、日頃から情

報を共有し、協力態勢を整えるなど、業務遂行態勢の工夫

や見直しを行います。 

○キャリア形成に関する研修等を通じ、自分自身のキャリア

デザインを見つめ直し、仕事と家庭生活の両立支援に関す

る意識を高めます。 

 

 

 (５) その他のこども・子育て支援 

   職員は、地域社会の構成員でもあり、その地域におけるこども・子育て支援

の取組に積極的に参加することが期待されていることや、子育てしやすい環境

づくりを進める中で期待されている役割を踏まえた取組を進めます。 
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取組内容 

役割 

①市の施設の子育てバリアフリー 

②地域の子どものための貢献活動支援 

人事担当課等 

○授乳室や乳幼児用ベッドなど、こどもを連れた人が安心し

て訪れることができるよう、設備の整備・点検・見直しに

努めます。 

○職員が、こども・子育てに関する地域活動に参加するため、

休暇取得の促進に努めます。 

○地域において事故や災害等からこどもを守ることができ

るという側面もあることから、職員に対し上級救命講習を

定期的に実施します。 

全ての職員 

○市の施設の出入口やエレベーターを使用する際は、妊娠中

の方やベビーカーを使用している方を優先するなど、気配

りのある応対を実践します。 

○地域社会の一員として、こども・子育てに関する地域活動

への積極的参加に努めます。 

○万が一の事態に速やかに対応できるよう、定期的に上級救

命講習を受講します。 

 

６ おわりに 

  この行動計画は、次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ、そして成長して

いく過程で、職場としてどのような支援をしていくべきかの視点で策定したもの

です。 

  したがって、職場単位でお互いに「助け合い支え合う」ことの重要性を強く認

識し、男女とも仕事と家庭生活を両立できる環境を目指します。その結果として、

地域社会においても次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境

をつくることに貢献できるものと考えます。 

  そして、この行動計画の取組が、小金井市における次世代育成支援対策の一助

となることを願っています。
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１ はじめに 

(１) 女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画について 

  平成２７年８月２８日「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（以下「女性活躍推進法」とします。）が成立しました。この法律は、「自ら

の意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に

発揮されることが一層重要である。」とし「女性の職業生活における活躍を推

進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。」ことを目的としています。 

女性活躍推進法第１９条で、地方公共団体は、女性の活躍状況を把握、改善

すべき事情を分析し、その把握分析を踏まえて数値目標や取組を内容とする「特

定事業主行動計画」を策定し、公表することが求められています。 

  本市においても、平成２８年度に「小金井市女性職員活躍推進プラン」を策

定し、これまでの間、女性職員を対象とした新たなキャリア研修の実施、男性

管理職のための女性キャリア支援研修の実施及び女性職員を対象にした意識調

査の実施等、女性職員の活躍を推進してきたところです。 

この度、引き続き女性職員の活躍推進に取り組んでいく必要があることから、

今までの計画について必要な見直しを行い、新たな行動計画として「第 2 次女

性職員活躍推進プラン」を策定しました。 

この計画に基づき、社会の重要な担い手である女性がその個性と能力を発揮

し、活躍できる職場環境を目指すと共に、性別にかかわらず全ての職員が十分

に能力を発揮できる組織、将来にわたり持続可能で活力ある組織の実現を目指

します。 

 

   令和８年４月 

 

小金井市長 

小金井市議会議長 

小金井市選挙管理委員会 

小金井市代表監査委員 

小金井市農業委員会 

小金井市教育委員会 
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 (２) 計画期間 

本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１２年３月３１日までの 4 年間

です。 

なお、計画期間中においても、状況に応じて見直しを図ります。 

 

(３) 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

本市では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、特定事業主

行動計画策定等検討委員会を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取

組の実施状況・数値目標の達成状況の点検について協議を行うこととします。 

 

２ アンケート調査結果 

  第 2 次女性職員活躍推進プランの策定にあたり、正規職員（任期付職員除く）

を対象に、本計画の認知度や取組内容の意識等についてアンケート調査を行いま

した。アンケートの集計結果から、次のような傾向及び状況が分かりました。 

 (１) 「男性管理監督職のための女性キャリア支援研修」を女性管理職も受講する

ことについて 

  「必要である」、「どちらかというと必要である」と肯定的な意見が８３．３％

でした。 

 (２) 職員のキャリア形成における研修として、参加したいテーマ・内容について 

   「今後のキャリア形成に役立つ知識やスキルの習得」、「ワーク・ライフ・

バランスに関すること」が並んで多く、２０％を超えています。次いでは「交

渉術、対人スキルに関すること」が１６．９％、「リーダーシップやマネジメ

ントに関すること」が１５．２％、「年齢や性別特有の健康課題に関すること」

が１１．５％、「ロールモデルとの学びの機会」が９．９％となっています。 

 (３) 女性職員向けキャリア相談窓口について 

   現在、職場に「相談できる先輩」「ロールモデル」の存在があるかについて 

「十分にいる」と回答した割合は、１８．９％、「少しはいる」と回答した割

合は、４７．４％となっています。また、自身のキャリア形成等を相談できる

窓口について、「利用したい」、「利用するかもしれない」と肯定的な意見が

６０．６％でした。 

 (４) 男性職員の育児休業取得推進のための庁内広報やチラシによる取得の呼び

かけについて 

   「知っている」と回答した割合は、７０．９％となっており、高い認知度と

なっています。 
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３ 今までの取組内容 

女性職員活躍推進プランにおける取組内容 

平成２８年度から令和２年度を計画期間とした女性職員活躍推進プラン及び令

和３年度から令和７年度を計画期間とした女性職員活躍推進プラン（後期）に基

づき、この計画期間中、次の取組を実施してきました。 

(１) 昇任試験申込率向上に係る取組 

  ① 入所６年目の女性職員を対象に、女性キャリア支援研修Ⅰ（内部講師）を

実施。女性キャリア支援研修Ⅰを受講済みの職員で入所１０年目程度の女性

職員を対象に女性キャリア支援研修Ⅱ（外部講師）を実施。 

  ② 男性管理職のための女性キャリア支援研修（外部講師）を実施。 

  ③ キャリアデザイン研修及び受講者への個別面談（外部講師）を実施。 

  ④ 主事及び主任職の女性職員を対象に女性職員の意識、課題等の把握に努め

ることを目的にアンケート調査を実施。 

  ⑤ キャリア形成支援及び今後の昇任に向けた不安払しょくを図るため、女性

職員キャリア相談窓口の試行実施。 

 (２) 男性職員の育児休業取得及び男性職員の配偶者の出産直後の休暇取得に係 

る取組 

第２次小金井市特定事業主行動計画（次世代育成）における取組に記載。 

 (３) その他の措置していくべき取組 

管理監督職を対象に、ハラスメント研修を実施。時間外勤務抑制及び休暇等

取得に係る取組については、第２次小金井市特定事業主行動計画（次世代育成）

における取組に記載。 

 

４ 現在の課題 

  女性活躍推進法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関 

する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣 

府令第６１号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、女性職員の職業生 

活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情についてアンケート結果

等を踏まえ分析を行いました。その結果、以下の内容が課題として挙げられます。 

(１) 令和６年度、男性職員の昇任試験申込率（申込者数／受験対象者）は、係長

職２５.０％、主任職３１.３％に対して、女性職員の申込率は、係長職３．５％、

主任職２２.８％であり、引き続き昇任試験申込率を向上させることが必要です。 

  また、令和７年４月１日現在、「管理職の女性割合」は２０．６％、「各役職

段階の職員の女性割合」は部長職９．１％、課長職２３．１％、係長職２６．

５％、主任職５０．６％となりました。令和３年４月１日時点（前計画策定時）

に比べ「管理職の女性割合」は上がったものの低い割合で推移しています。 
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(２) 女性職員向けキャリア相談窓口については、令和５年度から試行実施してお

り、また、利用に肯定的な意見が多かったことから、相談件数を増やすことや

様々な相談に応じられること等、相談したいと思える相談窓口体制づくりが必

要です。 

(３) 職員がキャリアデザインに関することや自分の仕事と家庭との両立について、

課題に感じていることから、方策を検討する必要があります。 

(４) 女性が活躍できる環境整備を推進するためには、男女が共に両立支援制度を 

利用しやすい状況にあること及び仕事と家庭の両方において女性のみならず男 

性も貢献できる職場風土が求められます。 

 

５ 女性職員の活躍における数値目標及びその取組 

上記の課題を踏まえ、以下のとおり数値目標及び取組内容を設定します。 

なお、もっとも大きな課題に対応するものから順に掲げます。 

 

 目標１ 

 女性管理職比率３０％ 

 

＜取組内容＞ 

(１) 女性職員を対象としたキャリア形成支援研修を実施し、女性管理職との交流

や、ネットワーク形成を支援することで、キャリア形成に関する意識啓発を行

います。 

(２) 管理監督職のための女性キャリア支援研修を実施し、女性職員のキャリア形

成支援及び職場風土づくりを推進します。 

(３) 各職場の管理職により、職員の能力開発につながるよう、指導・育成を行う

等、昇任試験申込率向上に向けた取組を実施します。 

(４) 職員のモチベーションを高め、能力を最大限に引き出すことによって組織力

の向上をめざすことを目的に、ワーク・ライフ・バランスを保つための取組や

キャリアデザインを構築するための取組を実施します。 

 (５)  女性職員のキャリア形成支援及び今後の昇任に向けた職員個別の不安払し

ょくを図ることを目的とした女性職員キャリア相談窓口を実施します。 

 (６) 女性職員を対象にした意識調査を定期的に実施し、職員の意識や課題等の把

握に努めます。 
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 目標２ 

 男性職員の育児休業取得率１００％ 

 

＜取組内容＞ 

(１) 親となった職員に対し、「小金井市職員次世代育成支援プランハンドブック」

の内容を説明するなど、育児休業等に関する制度や費用等の給付について、必

要な情報を提供します。 

(２) 男性職員の育児休業取得推進のため、配偶者の就業の有無や育児休業の取得

有無に関わらず、育児休業が取得可能なことや、取得事例の紹介やモデルケー

スを提示することにより、積極的に取得できる環境づくりに努めます。 

(３) 職員が安心して育児休業を取得できるよう、また、育児休業を取得する職員

と同じ職場の職員が安定して業務が行えるよう、職場の管理監督者と連携し、

育児休業代替職員の採用等を含め、必要な措置に努めます。 

 

 目標３ 

 出産支援休暇及び育児参加休暇取得率１００％ 

 

＜取組内容＞ 

(１) 妊娠・出産関係で問合せや手続きがあった場合は、「小金井市職員次世代育

成支援プランハンドブック」の内容を説明するなど、休暇制度や出産費用等の

給付について、必要な情報を提供します。 

(２) 父親となる職員が出産支援に十分に携われるよう、出産支援休暇・育児参加

休暇の周知を図ります。 

 

６ その他の措置していくべき取組  

 (１) 女性職員の活躍に向け、ワーク・ライフ・バランスの充実を図るため、毎年、

時間外勤務抑制の目標及び取組を定め、それに基づいた措置を適宜行います。 

 (２) 本計画において掲げた目標を達成できるよう、女性の健康上の特性にも留意

し、休暇等を取得しやすい職場風土にするために、職員に対し必要な周知を適

宜行います。 

(３) 年次有給休暇の取得促進のため、庁内広報や庁内イントラネット等を活用し、

全庁的に年次有給休暇の取得について啓発するとともに、職場の管理監督者と

連携し、職員の年次有給休暇の取得促進に努めます。 

 (４) ハラスメント防止の観点から、主に管理監督職を対象に研修を実施します。 
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【添付資料】 

 

 

    １ 次世代育成 

     ○小金井市職員次世代育成支援プランハンドブック 

 

○第３次小金井市職員次世代育成支援プラン（前期）策定に 

関するアンケート調査結果 

 

    ２ 女性活躍推進 

〇小金井市における女性の活躍状況の公表 

 

〇第２次小金井市女性職員活躍推進プランの策定に関するアンケート 

調査結果 
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